
所」（男性用と女性用に区別しな

い四方を壁等で囲まれた一個の

便房により構成される便所）を

付加する場合の取扱い、少人数

の作業場における例外と留意事

項が以下のように示されまし

た。なお、従来の設置基準を満た

している便所を設けている場合

は変更の必要はありません。 

・男性用と女性用の便所を設け

た上で、独立個室型の便所を

設けたときは、男性用及び女

性用の便所の設置基準に一定

数反映させる。 

・少人数（同時に就業する労働者

が常時 10 人以内）の作業場

において、建物の構造の理由

からやむを得ない場合などに

ついては独立個室型の便所で

足りるものとした。既存の男

女別便所の廃止などは不可。 

 

◆救急用具の内容：具体的な

品目の規定を削除 

 作業場に備えるべき負傷者の

手当に必要な救急用具・材料に

ついて、一律に備えなければな

らない具体的な品目の規定がな

くなり、職場で発生することが

想定される労働災害等に応じ

て、応急手当に必要なものを産

業医等の意見、衛生委員会等で

の調査審議、検討等の結果等を

踏まえ、備え付けることとしま

した。 

【厚生労働省「職場における労働衛生基

準が変わりました ～照度、便所、救急

用具等に係る改正を行いました～」】 

 

1 月の税務と労務の手続期

限［提出先・納付先］ 
 

1１日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税

特別徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付

の特例を受けている場合に

は、令和３年7月から12月

までの徴収分を 1 月 20 日

までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得

届の提出＜前月以降に採用

した労働者がいる場合＞［公

共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬

等支払調書・同合計表＞の提

出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜１

月１日現在のもの＞［市区町

村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関

する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民

税の納付＜第４期分＞［郵便

局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜

休業４日未満、10 月～12

月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵

便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書

の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3

期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納

付計器使用状況報告書の提

出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用

保険の被保険者でない場合）

＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅用地

の申告［市区町村］ 

 

本年最初の給料の支払を受ける

日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（異

動）申告書の提出［給与の支

払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の

書換え［給与の支払者］ 

 

★当事務所よりひと言★ 
 
新年あけましておめでとうござ

います。 

皆様におかれましては新春を

清々しい気持ちでお迎えのこと

とお慶び申し上げます。昨年は

多くのお力添えいただき誠にあ

りがとうございました。 

今年も更なる事業拡大やサービ

スの質の向上に対して所員一同

努めて参ります。皆様のより一

層のご支援を賜りますよう心よ

りお願い申し上げます。 

令和四年 元旦 

も多く、新型コロナウイルスの

感染拡大による影響が大きく表

れています。 

 

◆来年度の賃上げ税制の効果

に期待 

 政府与党は、来年度の税制改

正大綱に、賃上げした企業への

優遇措置として法人税の控除率

の引上げを明記しました。 

帝国データバンクが 11 月に

行った「2022 年度の賃上げに

関する企業の意識アンケート」

（有効回答企業数 1,651 社）の

結果によると、「税制優遇幅に関

わらず賃上げを行う」と回答し

た企業は 48.6％でした。また、

税制優遇が大きければ 79.4％

の企業が賃上げに前向きという

回答でした。企業は来年度、賃上

げの実施を考えていることがう

かがえます。 

【厚生労働省「令和３年賃金引上げ等の

実態に関する調査」】 

【帝国データバンク「2022 年度の賃上

げに関する企業の意識アンケート」】 

 

職場における労働衛生基準

が変わりました 
 
「事務所衛生基準規則及び労働

安全衛生規則の一部を改正する

省令」が令和３年 12 月１日に

公布され、職場における一般的

な労働衛生基準が見直されまし

た。この改正省令は一部の規定

を除き、同日から施行すること

とされました。 

社会状況の変化に合わせすべ

ての働く人々を視野に対応する

もので、改正に伴って変更され

る点は以下のとおりです。 

 

◆照度の作業区分を２区分

とし、基準を引き上げ（※令

和４年 12 月１日施行） 

 現在の知見に基づいて事務作

業の区分が変更され、基準が引

き上げられました。事務作業に

おける作業面の照度の作業区分

は以下のように２区分とし、基

準も以下のように引き上げまし

た。 

・一般的な事務作業（300 ルク 

ス以上） 

・付随的な事務作業（150 ルク 

ス以上） 

個々の事務作業に応じた適切

な照度については、作業ごとに

JISZ 9110 などの基準を参照

します。 

 

◆便所の設備：新たに「独立

個室型の便所」を法令で位置

付け 

便所を男性用と女性用に区別

して設置するという原則は維持

されますが、「独立個室型の便

令和３年の賃上げの実施

状況と来年度の動向 
 

◆令和３年中の賃金改定状

況 

 厚生労働省から、令和３年

「賃金引上げ等の実態に関する

調査」（有効回答企業数 1,934 

社）の結果が公表されました。 

令和３年中における賃金改定

の実施状況（予定を含む）の調

査結果は、「所定内賃金の１人当

たりの平均額（以下「１人平均

賃金」という）を引き上げた・

引き上げる」と回答した企業の

割合は 80.7％（前年比 0.8 ポ

イント減）、「１人平均賃金を引

き下げた・引き下げる」は 1.0％

（同 1.1 ポイント減）、「賃金の

改定を実施しない」は 10.1％

（同 0.6 ポイント増）となって

います。 また、１人平均賃金の

改定額は、4,694 円（同 246

円減）、改定率は 1.6％（同 0.1

ポイント減）となっています。 

産業別では、「１人平均賃金を

引き上げた・引き上げる」と回

答した企業は「学術研究、専門・

技術サービス業」が 93.7％（同

6.7 ポイント増）、「賃金の改定

を実施しない」との回答は「宿

泊業、飲食サービス業」が

21.5％（同２ポイント増）と最
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